
生活資金や各種納付の相談について
傷病手当金
感染のため働くことができない人（給与などの
支払を受けている人に限る）

感染などにより
仕事を休むとき

加入している
健康保険の保険者

緊急小口資金・総合支援
資金（生活費特例貸付）

緊急小口資金（主に休業された人）
収入が減少し、緊急かつ一時的な生活維持のた
めの貸付を必要とする世帯

総合支援資金（主に失業された人）
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付

長門市社会福祉協議会
℡ 22-8294

就労準備支援
就労に関する助言や求人開拓、就労体験などの
支援

自立相談支援
生活困窮者の自立に向けた包括的な相談支援・
訪問支援・その他自立に関する相談全般

家計改善支援
家計の再建・管理に関する相談と指導
住居確保給付金（支援対象拡大）
離職などで経済的に困窮した場合など家賃費用
を有期で給付

年金・年金生活者支援給付金
２月末日以降を提出期限とする届出が未提出で
も支払いを継続
国民年金保険料
納付が困難な場合、一定の要件に該当すれば保
険料免除

厚生年金保険料
事業などに係る収入に相当の減少があった場
合、要件を満たせば 1 年間納付猶予

市県民税や固定資産税など
収入が前年に比べて概ね 20％以上減少し、
納付が困難になった人は１年間徴収猶予

上下水道料金
支払が困難になった場合の相談

電気料金（中国電力）
中国電力では休業や失業などで、山口県社会福
祉協議会から一時的な資金の緊急貸付を受けて
おり、支払いが困難であると申し出た人は、支
払期限を１ヶ月延長
NHK 受信料
受信料の支払いに関する相談

小学校休業等対応助成金（事業主）
子どもの保護者の休職に伴う所得の減少に対応
するため有給を取得させた場合
小学校休業等対応助成金（個人）

「委託を受けて個人で仕事をする人」に対し、
就業できなかった日数を支援

子どもの世話を行うため
に仕事を休むとき

学校等休業助成金・支援
金・雇用調整助成金コー
ルセンター
℡ 0120-60-3999

長門市社会福祉協議会 
ふらっとホーム
℡ 23-1600

萩年金事務所
℡ 0838-24-2158

長門市総合窓口課
℡ 23-1143,1246

長門市税務課徴収対策室
℡ 23-1126

長門市上下水道局管理課
℡ 23-1169

中国電力
受付専用フリーダイヤル
℡ 0120-715-303

NHK 山口放送局
℡ 083-921-3711

相談窓口や各種支援策をご活用ください
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　感染症拡大の影響により、生活やお金、住宅などについてお悩みの場合は、ご相談ください。

国民健康保険・介護保険などの保険料
一定程度、収入が下がった場合、保険料を減免
または猶予

社会保険料など

生活困窮者
自立支援制度

特集：新型コロナウイルス感染症対策

市税など

各種公共料金



　　

 ・息苦しさ、強いだるさ、高熱などの強い症 
　状のいずれかがある場合
 ・重症化しやすい人で、発熱や咳などの比較
　的軽い風邪の症状がある場合
 ・上記以外の人で発熱や咳など比較的軽い 
　風邪の症状が続く場合

　　５月上旬に、市民一人あたり 5,000 円分の応援券（500 円券×10枚）
　を配布しています。新型コロナウイルス感染症による影響が特に大きい
　業種（ホテル・宿泊施設、旅行代理店、飲食店、タクシー、運転代行）
　を市民全員の消費で支えることを目的としています。
　　使用期限内にご利用ください。
　
　■応援券使用可能期間　：令和 2 年 8 月 31 日（月）まで 
　　応援券は市が認定した店舗（6ページに店舗一覧）で使用できます。
　問：産業戦略課地域交通対策班　℡ 23-1138

 2 特別定額給付金の申請は済ませましたか？

 1長門市民助け合い応援券を利用しましょう 　

　

　■郵送での申請
　・ 特別定額給付金申請書
    ・通帳の写し（口座番号および口座名義人のフリガナがわかる部分）
   ・本人確認書類の写し（運転免許証、マイナンバーカード、　　
　　パスポート、健康保険証、年金手帳などのうちひとつ）
　   の３つを返信用封筒に入れて市役所に返送してください。

　■オンラインでの申請
　オンラインでの申請にはマイナンバーカードが必要です。
　※やむを得ない事情により、申請書の記入や添付書類の
　    準備が困難な人に限り、窓口における申請を受け付けます。

　問：特別定額給付金窓口　℡ 27-0224

5

健康や人権侵害の相談について

感染症に関する
風評被害や人権侵害

配偶者からの暴力

長門市市民活動推進課
人権推進室 ℡ 23-1299

長門健康福祉センター
℡ 22-2811感染などに関すること

配偶者からの暴力を受け、加害者から逃れた
いなど、一時保護の必要性が高い場合

県男女共同参画相談センター
℡ 083-901-1122

DV ホットライン（緊急用）
℡ 0120-238122

いろいろな相談をしたい

緊急を要する場合

生活不安やストレスなどの影響で家庭内の不
和などに関する相談（24 時間対応）

DV 相談＋（プラス）
℡ 0120-279-889

▲ステッカーを掲出して
いる店舗で利用できます
　

長門警察署
℡ 22-0110

市や国が ATMの操作や手数料の
振込を求めることはありません。

　　簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金事業が実施されていま
　す。申請書は５月中旬に、各世帯に発送しています。まだの方はお早めに申請ください。

　■対象者　令和 2年 4月 27 日時点で、住民基本台帳に記載されている人
　■支給額　世帯構成員ひとりにつき、10 万円
　
　　感染拡大防止の観点から、給付金の申請は郵便やオンライン申請を基本とし、給付は、原則とし
　て申請者（世帯主）本人名義の銀行口座に振り込みます。

特集：新型コロナウイルス感染症対策

地域経済・生活支援について


